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平成 18 年８月 28 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル ガ レ ー ジ 
代 表 者 名 代表取締役ＣＥＯ   林  郁 

（ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・ コ ー ド ４ ８ １ ９ ） 

（ U R L  h t t p : / / w w w . g a r a g e . c o . j p / ） 
問い合せ先 取 締 役  経 営 管 理 本 部 長 

 櫻 井  光 太 

Ｔ Ｅ Ｌ ０ ３ － ５ ４ ６ ５ － ７ ７ ４ ７ 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 18 年８月 28 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり「定款一部変更の件」

を平成18年９月26日開催予定の第11回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知

らせいたします。 

 

記 

１．変更の理由 

（１） 純粋持ち株会社への移行ならびに今後の事業展開に備えるため、事業の目的を追加、整

備するものであります。（変更案第２条） 

（２） 取締役会に関する規律を明確にするため、規定を整備、新設するものであります。（変更

案第 23 条、第 24 条、第 26 条） 

（３） 取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように取締役会の決議を

もって法令の定める範囲内で責任を免除することができるようにするために、規定を新

設するものであります。なお、当該規定を設ける議案を本総会に提出することにつきま

しては、監査役全員の同意を得ております。（変更案第 28 条第１項、第 37 条第１項） 

（４） 監査役会に関する規律を明確にするため、規定を整備、新設するものであります。（変更

案第 34 条、第 35 条） 

（５） 取締役および監査役の報酬等を明確にするため、規定を新設するものであります。（変更

案第 27 条、第 36 条） 

（６） 「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律」（平成 17 年法律第 87 号）および「会社法施行規則」（平成 18 年法務省令第 12 号）

が平成 18 年５月１日に施行されたことに伴い、以下の変更を行うものであります。 

① 当社の定款には、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く旨の定めがあ

るとみなされることから、規定を新設するものであります。（変更案第４条） 

② 上記①により、会計監査人の章および規定を新設するものであります。（変更案第６章） 

③ 当社の定款には、株式に係る株券を発行する旨の定めがあるとみなされることから、
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規定を新設するものであります。（変更案第７条） 

④ 当社の定款の「名義書換代理人」は「株主名簿管理人」に名称が改められ、株主名簿

管理人を置く旨の定めがあるとみなされることから、所要の変更を行うものでありま

す。（変更案第９条） 

⑤ インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書

類等をインターネットで開示する方法をもって、株主に提供したものとみなすことが

できるように、規定を新設するものであります。（変更案第 14 条） 

⑥ 株主総会の適正かつ円滑な運営のため、議決権を代理行使できる代理人の人数を定め

るものであります。（変更案第 16 条） 

⑦ 取締役会の書面決議が認められたことに伴い、機動的、効率的な取締役会の運営を可

能とするために、規定を新設するものであります。（変更案第 25 条） 

⑧ 社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社外

取締役および社外監査役と会社の間に責任限定契約を締結することを可能とするため

に、規定を新設するものであります。なお、当該規定を設ける議案を本総会に提出す

ることにつきましては、監査役全員の同意を得ております。（変更案第 28 条第２項、

第 37 条第２項） 

⑨ 会社法施行に伴い端株制度が廃止となり、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律第 86 条において端株に関する経過措置が規定されたことに伴い、現存する端

株の取扱いについて附則を設けるものであります。（変更案附則第１条、第２条、第３

条） 

⑩ その他「会社法」の規定に合わせて、文言の修正、引用条文の変更等、所要の変更を

行うものであります。 

（７） 上場会社である当社の株式の売却は、最終的には各株主の皆様の判断にゆだねられるべ

きではありますが、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利

益が生じることを未然に防止するために、買収防衛策の導入について、株主総会の決議

による委任に基づく取締役会の決議により決定することが可能となるように、規定を新

設するものであります。（変更案第 17 条） 

（８） その他、条文の新設、削除に伴い必要な条項の変更を行うとともに、一部字句の整理を

行うものであります。 

 

２．変更の内容 

定款変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 18 年９月 26 日（火曜日） 

定款変更の効力発生日  平成 18 年９月 26 日（火曜日） 

以上 
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別紙 

現行定款 変更案 

第１章 総 則 

（商号） 

第１条 当会社は株式会社デジタルガレージと称し、英

文にては”Digital Garage, Inc.”と表記す

る。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

 

 

 

 

１．電子通信媒体に供給するためのソフトウェア

の制作および配信の事業 

２．コンピューターおよびその周辺機器、通信機

器等の企画、開発、製造ならびに情報通信網

の企画、開設請負の事業 

 

 

３．第二種通信事業（有線放送）による情報提供

の事業 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

４．情報通信システムの分野に関する人材教育、

およびコンサルティングの事業 

５．広告・宣伝ならびに各種販売促進に関する企

画、制作の事業 

（新設） 

 

 

６．グラフィックデザイン（ポスター・カタログ・

パンフレット・ダイレクトメール等）の企画、

第１章 総 則 

（商号） 

第１条      （現行どおり） 

 

 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社（外国会社を含

む。以下この条において同じ。）およびこれら

に相当する業務を営む会社の株式または持分

を取得、所有することにより、当該会社の事業

活動を支配、管理することを目的とする。 

１．     （現行どおり） 

 

２．コンピュータおよびその周辺機器、通信機器

等の企画、開発、製造、販売、輸出入、施工、

保守、修理、運用、要員派遣、計算受託、賃

貸、仲介ならびに情報通信網の企画、開設請

負の事業 

３．電気通信事業法に基づく電気通信事業による

情報提供の事業 

４．放送番組の企画、制作、販売ならびに放送法

に基づく委託放送事業および放送関連技術の

開発、製作、指揮および販売事業 

５．広告宣伝の情報媒体の企画、制作、販売、斡

旋、運営ならびにインターネット、ブロード

バンドおよびコンピュータ関連映像、音楽、

音声情報、文字情報、ソフトウェアおよび各

種音楽、映像番組の企画、制作、販売および

配信事業 

６．通信販売の事業 

７．古物の売買事業 

８．旅行業法に基づく旅行業、旅行代理店業 

９．人材教育、およびコンサルティングの事業 

 

１０．広告、宣伝ならびに各種販売促進に関する企 

画、制作および広告代理の事業 

１１．マーケティングリサーチ、セールスプロモーシ

ョン、パブリックリレーションズ活動の企画、

運営およびコンサルティング事業 

１２．     （現行どおり） 
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現行定款 変更案 

制作の事業 

７．音声・映像のソフトウェア（ディスク・テー

プ・フィルム）の企画、制作、販売および賃

貸の事業 

８．新聞、雑誌、各種刊行物ならびに出版物の企

画、編集、制作および販売の事業 

 

９．演劇、ミュージカル、コンサート、展示会、

その他各種イベントの企画、制作の事業 

 

１０．企業経営戦略、マーケティング戦略の企画、立

案およびコンルティングの事業 

１１．店舗、事務所、ショールーム、空間創作、イベ

ント会場等の企画、設計、施工および設営の事

業 

１２．映像、文芸、美術および音楽に関する著作権、

著作隣接権管理の事業 

１３．キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有し

ている人物・動物等の画像を付したもの）の企

画および著作権、商標権、意匠権管理の事業 

（新設） 

 

 

 

 

１４．不動産の売買、管理および仲介の事業 

１５．飲食店業、喫茶店等の経営の事業 

１６．遊園地、遊戯場等に関する施設の企画、設計、

監理のコンサルティングの事業 

 

 

１７．テレビ、ラジオ、ビデオ、レコード、コマーシ

ャル、映画および舞台の企画ならびに制作 

 

１８．俳優、舞踏家、演奏家、歌手および作家の養成、

管理ならびに出演の斡旋 

１９．服飾品および日用雑貨の輸入、販売 

２０．コンピュータ・ソフトウェアの設計・プログラ

ム開発および研究ならびに技術提供および保

守管理に関する業務 

 

２１．ニューメディアに関するシステム開発および販

売 

（新設） 

 

１３．音声・映像のソフトウェア（ディスク、テープ、

フィルム）の企画、制作、上映、販売、輸出入

および賃貸の事業 

１４．書籍、新聞、雑誌、各種刊行物、写真、出版物

ならびに電子出版物の企画、編集、著作、制作、

製版、販売および輸出入の事業 

１５．演劇、ミュージカル、コンサート、展示会、そ

の他各種イベントの企画、立案、制作および運

営の事業 

（削除） 

 

１６.店舗、事務所、ショールーム、空間創作、イベ

ント会場等の企画、設計、施工および設営なら

びにディスプレイの事業 

１７．     （現行どおり） 

 

１８．     （現行どおり） 

 

 

１９．ディスプレイ用資材、可動装置、制御装置、衣

料品、日用雑貨、衣料用繊維品、食料品、飲料、

文房具、スポーツ用品、玩具、化粧品、貴金属、

宝石、美術品等に関する販売促進品の企画、設

計、製作、販売および輸出入の事業 

（削除） 

２０．     （現行どおり） 

２１．遊園地、遊戯場等に関する施設の企画、設計、

監理のコンサルティングならびにそれら施設

の利用の割引カードの発行、普及、発展、調査、

指導および加盟店の管理に関する事業 

２２．テレビ、ラジオ、ビデオ、レコード、コマーシ

ャル、映画などの映像媒体の企画、 編集、販

売ならびに舞台の企画および制作の事業 

２３．俳優、舞踏家、演奏家、歌手および作家の養成、

管理ならびに出演の斡旋の事業 

（削除） 

２４．コンピュータ・ソフトウェアの設計、プログラ

ム開発および研究ならびにコンピュータ・ソフ

トウェアの技術提供および保守管理に関する

事業 

２５．各種映像およびニューメディアに関するシステ

ム開発、設計および販売の事業 

２６．コンピュータ・システム、ソフトウェア、ハー
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現行定款 変更案 

 

 

 

 

２２．情報処理・情報提供サービスおよびこれらに関

するセミナー・講演会の企画・立案ならびに運

営 

２３．イベントの企画・立案ならびに運営 

（新設） 

 （新設） 

 

２４．工業所有権の取得、貸与および管理 

 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

２５．インターネットによる通信販売の事業 

２６．インターネット等のネットワークを利用した商

取引、決済処理に関する事務代行の事業 

（新設） 

 

 

２７．インターネット等のネットワークを利用した商

取引における商品の宅配等の集荷・配送に関す

る事務代行の事業 

 

 

２８．インターネットによる販売者のクレジットカー

ド等を利用した当事者確認の事務代行の事業 

（新設） 

（新設） 

２９．貸金業 

３０．古物の売買事業 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

ドウェアおよびインターネットのホームペー

ジの企画、設計、プログラム開発および企画、

研究、開発、制作、管理、運用、販売、輸出入

ならびにコンサルティング事業 

２７．情報の収集、情報処理、情報提供サービスおよ

び研究開発ならびにこれらに関するセミナー

や講演会の企画、立案および運営事業 

（削除） 

２８．通信システムによる情報の収集および販売事業 

２９．電子技術を利用した情報流通システムの企画、

デザイン、編集およびコンサルティング事業 

３０．工業所有権、著作権等の知的財産権、肖像権、

ノウハウ、システムエンジニアリングその他ソ

フトウェアの取得、企画、制作、保全、利用許

諾、販売、貸与、コンサルティングおよび管理

運用ならびにこれらの仲介の事業 

３１．労働者派遣法に基づく労働者派遣業 

３２．有料職業紹介業 

３３．インターネット接続事業 

（削除） 

３４．インターネット等のネットワークを利用した商

取引、決済処理に関する事務代行の事業 

３５．インターネット等のネットワークを利用した商

品の売買システムの設計、開発、管理、運用お

よび保守ならびにその受託事業 

３６．インターネット等のネットワークを利用した商

取引における商品の宅配等の集荷、配送に関す

る事務代行の事業ならびに陸上運送業務、海上

運送業務、航空運送業務、荷役作業請負業およ

び倉庫事業 

３７．     （現行どおり） 

 

３８．物流システムの研究開発事業 

３９．金融業 

４０．     （現行どおり） 

（削除） 

４１．銀行代理業 

４２．外国為替取引業 

４３．生命保険の募集および損害保険代理店事業 

４４．有価証券および不動産証券化商品等の取得、投

資、保有および運用事業 

４５．融資、債務の保証および債権買取を含めた信用

供与とこれらの斡旋および仲介ならびに債権

の買取り事業 
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現行定款 変更案 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

３１．投資業 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

３２．前各号に付帯する一切の業務 

（新設） 

 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

４６．集金代行業 

４７．企業の技術、販売、製造、企画等にかかる業務

提携の斡旋および仲介ならびに事業譲渡、資産

売買、資本参加、および合併に関する斡旋およ

び仲介事業 

４８．投資事業有限責任組合財産の運用および管理な

らびに投資事業有限責任組合財産持分の募集、

販売事業 

４９．経営一般および株式公開に関するコンサルティ

ング事業 

５０．投資顧問業および投資業 

５１．証券業、証券仲介業ならびに証券事務処理に係

わる事業 

５２．不動産の売買、賃貸、管理、仲介、斡旋および

鑑定事業 

５３．不動産特定共同事業 

５４．都市開発、都市計画に関する企画、調査、設計

および監理事業 

５５．建物の設計および施工監理、建築および設備工

事 

５６．建築または建物内部のための資材および装飾品

等の輸出入、販売、斡旋および仲介事業 

５７．電話加入権の販売ならびに動産、自動車および

電話加入権のリース、レンタルおよびその仲介

事業 

５８．企業経営戦略、マーケティング戦略の企画、立

案およびコンサルティングの事業 

５９．会計帳簿の記帳の代行、原価計算、決算書類の

作成等の会計、経理に関する事務の請負事業 

６０．人事測定、企業内教育訓練および人事コンサル

ティング事業 

６１．前各号に付帯する一切の事業 

２ 当会社は、前項各号の事業に付帯もしくは関連

する一切の事業を営むことができる。 

 

（本店の所在地） 

第３条     （現行どおり） 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の

機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査役 

３．監査役会 



7 

現行定款 変更案 

 

 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、

電子公告によることができない事故その他や

むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞

に掲載してする。 

 

 

第２章  株   式 

（発行する株式の総数） 

第５条 当会社の発行する株式の総数は、 

２４０，０００株とする。 

 

 

（新設） 

 

（自己株式の取得） 

第６条 当会社は、商法第２１１条ノ３第１項第２号の

定めにより、取締役会の決議をもって、自己株

式を買受けることができる｡ 

 

（名義書換代理人） 

第７条 当会社は、株式および端株につき名義書換代理

人を置くことができる。 

２ 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決により選定する。 

３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ。）および端株原簿ならびに株券喪失登

録簿は名義書換代理人の事務取扱場所に備え

置き、株式の名義書換、端株原簿の記載、株

券喪失登録の手続、その他株式および端株に

関する事務は、名義書換代理人に取り扱わせ、

当会社においてはこれを取り扱わない。 

 

（株式取扱規程） 

第８条 当会社の株券の種類、株式の名義書換、端株原

簿の記載、株券喪失登録の手続、その他株式

および端株に関する取り扱いおよび手数料に

ついては、取締役会において定める株式取扱

規程による。 

（基準日） 

第９条 当会社は、営業年度末日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主（実質株主を含む。以

４．会計監査人 

 

（公告方法） 

第５条      （現行どおり） 

 

 

 

 

 

第２章  株   式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

２４０，０００株とする。 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

（自己の株式の取得） 

第８条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規定によ

り、取締役会の決議によって、自己の株式を取

得することができる｡ 

 

（株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

 

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定める。 

３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以

下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登

録簿の作成ならびにこれらの備置きその他の

株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登

録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託

し、当会社においてはこれを取り扱わない。 

 

 

（株式取扱規程） 

第10条 当会社の株式に関する取り扱いおよび手数料

については、法令または本定款のほか、取締役

会において定める株式取扱規程による。 

 

 

 

（削除） 
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下同じ。）をもって、その決算期に関する定時

株主総会において権利を行使すべき株主とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、取締役会の決議に

基づいて、あらかじめ公告して、これと異な

る日現在の株主名簿に記載または記録された

株主をもって、その決算期に関する定時株主

総会において議決権を行使することができる

株主とすることができる。 

 

 

第３章 株 主 総 会 

（招集） 

第10条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から

３ヶ月以内に、臨時株主総会は、随時必要に応

じこれを招集する。 

 

 

（新設） 

 

 

（招集者および議長） 

第11条 株主総会は、法令または本定款に別段の定め

がある場合を除き、取締役社長が招集し、そ

の議長に任ずる。ただし、取締役社長に差し

支えあるとき、または欠けたときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序により、他

の取締役がその任にあたる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（決議の方法） 

第12条 株主総会の決議は、法令に別段の定めがある場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 株 主 総 会 

（株主総会の招集） 

第11条 当会社の定時株主総会は、毎年９月にこれを招

集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時こ

れを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎

年６月 30 日とする。 

 

（招集権者および議長） 

第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長と

なる。 

 

 

 

 

２ 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締

役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の

取締役が株主総会を招集し、議長となる。 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし

提供） 

第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類、事業報告、計算書類および連結計算書

類に記載または表示をすべき事項に係る情報

を、法務省令に定めるところに従いインターネ

ットを利用する方法で開示することにより、株

主（実質株主を含む。以下同じ。）に対して提

供したものとみなすことができる。 

 

（決議の方法） 

第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の
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合のほか、出席した株主の議決権の過半数をも

って行う。 

 

２ 商法第３４３条に定める特別決議は、総株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

 

（議決権の代理行使） 

第13条 株主が代理人をもって議決権を行使しようと

するときは、その代理人は、当会社の議決権を

有する株主に限る。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第４章  取締役および取締役会 

（員数） 

第14条 当会社の取締役は１０名以内とする。 

 

（選任） 

第15条        （新設） 

取締役の選任決議は、総株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過

半数をもって行う。 

 

２ 取締役の選任決議については、累積投票によら

ない。 

（任期） 

第16条 取締役の任期は、就任後２年以内の最終決算期

に関する定時株主総会の終結のときまでとす

る。ただし、補欠として選任された取締役の任

期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 

 

 

（代表取締役） 

第17条 取締役会の決議により、代表取締役を定める。 

定めがある場合を除き、出席した議決権を行

使することができる株主の議決権の過半数を

もって行う。 

２ 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権

を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分

の２以上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名

を代理人として、その議決権を行使すること

ができる。 

２ 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証

明する書面を当会社に提出しなければならない。

 

（買収防衛策の導入） 

第17条 当会社は、株主総会の決議により、当会社の企

業価値および株主の共同の利益が不当に害さ

れることを未然に防止するために、買収防衛

策として一定のルールを導入または更新する

ことができる。 

 

 

第４章  取締役および取締役会 

（員数） 

第18条 当会社の取締役は、１０名以内とする。 

 

（選任方法） 

第19条 取締役は、株主総会において選任する。 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３ 取締役の選任決議については、累積投票によらな

いものとする。 

 

（任期） 

第20条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結のときまでとする。ただし、補欠とし

て選任された取締役の任期は、前任者の任期の

残存期間と同一とする。 

 

（代表取締役） 

第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選
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（役付取締役） 

第18条 取締役会の決議により、取締役会長、取締役社

長、取締役副社長、専務取締役および常務取締

役若干名を定めることができる。 

 

 

（取締役会） 

第19条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役社長が招集し、その議長に任ずる。

ただし、取締役社長に差し支えあるとき、また

は欠員のときは、取締役会においてあらかじめ

定めた順序により、他の取締役がその任に当た

る。 

２ 取締役会の招集は、各取締役および各監査役に

対し、会日の３日前までにその通知を発する。

ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短

縮することができる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

定する。 

 

（役付取締役） 

第22条 取締役会の決議により、取締役会長、取締役社

長各１名、取締役副社長、専務取締役および常

務取締役各若干名を選定することができる。 

 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除

き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 

 

 

 

 

２ 取締役社長に欠員または事故があるときは、取

締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第24条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査

役に対して、会日の３日前までに発する。ただ

し、緊急の必要あるときは、この期間を短縮す

ることができる。 

２ 取締役および監査役の全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催す

ることができる。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第25条 当会社は、会社法第３７０条の要件を充たした

ときは、取締役会の決議があったものとみな

す。 

 

（取締役会規程） 

第26条 取締役会に関する事項は、法令または本定款の

ほか、取締役会において定める取締役会規程に

よる。 

 

（報酬等） 

第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と

して当会社から受ける財産上の利益（以下「報

酬等」という。）は、株主総会の決議によって

定める。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（顧問、相談役） 

第20条 当会社は、取締役会が指名する顧問あるいは相

談役を置くことができる。 

 

 

第５章  監査役および監査役会 

（員数） 

第21条 当会社の監査役は、５名以内とする。 

 

（選任） 

第2 2条       （新設） 

監査役の選任決議は、総株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過

半数をもって行う。 

 

 

（任期） 

第23条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決算期

に関する定時株主総会終結のときまでとする。

ただし、補欠として選任された監査役の任期

は、退任した監査役の任期の満了すべきときま

でとする。 

 

 

（常勤の監査役） 

第24条 監査役の互選をもって、常勤の監査役を定め

る。 

 

（監査役会） 

第25条 監査役会の招集は、各監査役に対し、会日の３

日前までにその通知を発する。ただし、緊急の

必要のあるときは、この期間を短縮することが

（取締役の責任免除） 

第28条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定によ

り、任務を怠ったことによる取締役（取締役で

あった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の

限度において、取締役会の決議によって免除す

ることができる。 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ

り、社外取締役との間に、任務を怠ったことに

よる損害賠償責任を限定する契約を締結する

ことができる。ただし、当該契約に基づく賠償

責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

（顧問、相談役） 

第29条      （現行どおり） 

 

 

 

第５章  監査役および監査役会 

（員数） 

第30条      （現行どおり） 

 

（選任方法） 

第31条 監査役は、株主総会において選任する。 

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行

う。 

 

（任期） 

第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結のときまでとする。ただし、任期の満

了前に退任した監査役の補欠として選任され

た監査役の任期は、退任した監査役の任期の満

了するときまでとする。 

 

（常勤の監査役） 

第33条 監査役会は、その決議により、監査役の中から

常勤の監査役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第34条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会

日の３日前までに発する。ただし、緊急の必要

あるときは、この期間を短縮することができ
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できる。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第６章  計   算 

（営業年度） 

第26条 当会社の営業年度は、毎年７月１日から翌年６

月３０日までとし、会社の決算は各営業年度の

る。 

２ 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続

きを経ないで監査役会を開催することができ

る。 

 

（監査役会規程） 

第35条 監査役会に関する事項は、法令または本定款の

ほか、監査役会において定める監査役会規程に

よる。 

 

（報酬等） 

第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定

める。 

 

（監査役の責任免除） 

第37条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定によ

り、任務を怠ったことによる監査役（監査役で

あった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の

限度において、取締役会の決議によって免除す

ることができる。 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ

り、社外監査役との間に、任務を怠ったことに

よる損害賠償責任を限定する契約を締結する

ことができる。ただし、当該契約に基づく賠償

責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

 

第６章   会計監査人 

（選任方法） 

第38条 会計監査人は、株主総会において選任する。 

 

（任期） 

第39条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別

段の決議がなされないときは、当該定時株主総

会において再任されたものとする。 

 

 

第７章  計   算 

（事業年度） 

第40条 当会社の事業年度は、毎年７月１日から翌年６

月３０日までの１年とする。 
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末日をもってなされる。 

 

（利益配当） 

第27条 利益配当金は、毎営業年度末日の最終の株主名

簿に記載または記録された株主または登録質

権者および同日の最終の端株原簿に記載また

は記録された端株主に支払う。 

 

（中間配当） 

第28条 当会社は、取締役会の決議により、毎年１２月

３１日の最終の株主名簿に記載または記録さ

れた株主または登録質権者および同日の最終

の端株原簿に記載または記録された端株主に

対し、中間配当をすることができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第29条 利益配当金および中間配当金がその支払開始

の日から満３年を経過してもなお受領されな

いときは、当会社はその支払い義務を免れるも

のとする。 

 

 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（剰余金の期末配当の基準日） 

第41条 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月３０日

とする。 

 

 

 

（中間配当の基準日） 

第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年１２

月３１日を基準日として中間配当をすること

ができる。 

 

 

 

（配当の除斥期間） 

第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の

日から満３年を経過してもなお受領されない

ときは、当会社はその支払義務を免れる。 

 

 

附 則 

第１条 当会社の端株に関する取り扱いおよび手数料

については、法令または本定款のほか、取締役

会において定める株式取扱規程による。 

 

第２条 当会社は、端株につき名義書換代理人を置くも

のとする。 

２ 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取

締役会の決議により定める。 

３ 当会社の端株原簿は、名義書換代理人の事務取

扱場所に備置き、その他端株に関する事項は、

名義書換代理人に委託し、当会社においてはこ

れを取り扱わない。 

 

第３条 本附則第１条から第３条までは、当会社の端株

が存在しなくなったときをもって削除する。 

以 上 


